
「原子力関連ビジネスフェア」周知ＰＲ・管理運営等業務委託仕様書（案） 

 

１ 委託業務名  

 「原子力関連ビジネスフェア」周知ＰＲ・管理運営等業務 

 

２ 委託業務の目的 

原子力関連分野での県内企業の受注拡大及び新規参入を促進し、雇用の創出・拡大を図るた

め、原子力事業者による県内企業への発注計画等の説明や、原子力事業者等（発注者側）と県

内企業（受注者側）との情報交換を行うビジネスフェアを開催する。 

 

３ 原子力関連ビジネスフェアの概要 

（１）名称 

   原子力関連ビジネスフェア（以下「ビジネスフェア」という） 

（２）開催日時 

令和８年１１月１１日（水）１４～１６時半（予定） 

（３）開催場所 

プラザホテルむつ（むつ市下北町２－４６） 

（４）参加者（最大２００名程度想定） 

  ①原子力事業者等（発注者側、ブース設置）２１社（予定） 

  ②県内企業（受注者側） 

   建設工事、建物設備機器等の保守点検、ものづくり等  

（５）プログラム概要（予定） 

時刻 プログラム概要 

14:00～14:10 ①主催者挨拶等 

14:10～15:00 ②原子力事業者からのプレゼン 

  スクール形式でのプレゼン実施 

15:05～16:30 ③原子力事業者等と県内企業の情報交換 

 発注者側と受注者側の１対１の個別面談 

 名刺交換（フリータイム） 

（参考） 16:45～18:00 懇親会開催（予定）発注者側で対応 

 

４ 委託業務の内容 

(１) 県内企業（受注者側）の参加募集の告知ＰＲ 

   ①チラシの作成 

    発注者の指示する掲載内容を基にチラシの原稿を作成の上、印刷する 

②チラシの発送 

    発注者の指示に基づき、関係各所（５００か所）にチラシを郵送する 

    送付先については、別途、発注者が指示する。 

   ③県内企業募集の周知ＰＲ 

    ビジネスフェアが県内関係企業（土木、建築、配管・溶接、塗装・防食、保温、受変電 

設備、配電盤・制御盤、足場組立、解体、仮設、定期点検査・点検、機器メンテナン 

ス、ものづくり（部品加工、溶接、製罐、容器等の業種）に周知、認知されるよう、適 

当な媒体（新聞、ラジオ、テレビ等）での広告等によりＰＲする。 

 (２) ビジネスフェアの会場設営 

   ・発注者の指示に従い、机、テーブル、パーテーション等を設営・撤去する。 

   （別紙１ 会場図案を参照 開催日当日の午前中に設営、当日終了後の撤去を想定）  



上記３（１）①②はスクール形式で、椅子等を設置。 

    上記３（１）③については、原子力事業者等（発注者側 ２１社予定）のブースを設 

置（別紙２ ブース案を参照） 

   ・会場にない備品（パーテーション）については、受注者が用意し、会場に搬入・搬 

    出する。 

   ・ビジネスフェアの会場とは別に控室２部屋を確保・用意する。 

    

 (３) ビジネスネスフェアの運営業務 

     開催当日に、責任者及びスタッフを配置し、以下の業務を行う。   

①参加者受付 

    ②参加者の会場案内、誘導 

    ③司会進行 

     司会者については発注者の指示に従うものとする。 

       ※プログラム全体の運営・進行は発注者側が対応 

(４)  その他 

     ・会場使用料（ビジネスフェアの会場、及び控室）及び会場側で有する備品等（机、椅 

子、スクリーン、プロジェクター等）の使用料については、受注者が会場側に支払う 

    ものとし、委託料に含めるものとする。 

   ・ビジネスフェアの当日運営に関しては、発注者の指示に従うこととする。 

 

５ 仕様書の内容の変更 

  県は、上記２の目的を達成するため必要と認める場合は、受注者と協議の上、本仕様書の

一部を追加、変更することができる。 

 

６ 成果品及び納入場所等 

（１）成果品    

①実績報告書（Ａ４判）１部 

②電子データ 

（２）納入場所   

青森県環境エネルギー部 原子力立地対策課 

（３）摘要 

  ・様式は任意とし、実施した業務内容、その他業務に関し実施した事項を記載するものと 

する。 

  ・成果品については、県の判断で公開できるものとする。 

 

７ 留意事項 

・受注者は、本委託事業が円滑に遂行されるよう留意すること。 

・本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合には、県と受注者とが協議 

の上、県の指示に従って業務を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 会場イメージ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ ブース案 

 

 

 


